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様式第2号(第5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

事務局 

（根本課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小澤会長 

 

事務局 

（根本課長） 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。 

 定刻になりましたので、ただ今から、令和６年度第１回久喜市運賃協議会を開

催させていただきます。 

なお、私は、本日の司会・進行を務めさせていただきます、交通住宅課の根本

と申します。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

本会議は、久喜市運賃協議会条例第６条第２項の規定により、委員の過半数が

出席しなければ開くことができないこととなっております。 

ただ今、委員７名中、出席者７名でございますので、本会議が成立いたします

ことを、ご報告申し上げます。 

なお、会議を始める前に、先に郵送にてお配りさせていただいております会議

資料につきまして、確認をさせていただきます。 

 まず、本日の「会議次第」でございます。 

 次に、 

・資料１ 市内循環バス・デマンド交通（くきまる）運賃等改定について 

・資料２ 市内循環バス・デマンド交通（くきまる）運賃等改定に対する意見 

募集の実施結果 

 以上でございます。 

不足等ございましたら、事務局へお声掛けくださるようお願いいたします。 

 

 （不足等なし） 

 

 続きまして、会議の開催にあたり、皆様にご了承をいただきたいことがござい

ます。 

 まず、会議録作成のため、会議の様子を録音させていただきますことをご了解

願います。 

 次に、この会議は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第３条に基づき

公開となることから、会議の傍聴を希望される方がいる場合には受け入れるもの

でございます。 

現時点で、本日の傍聴人はいらっしゃいません。 

なお、本日は、令和６年度における初めての会議でございますので、改めて事

務局職員を紹介させていただきます。 

 

 （事務局職員の紹介） 

 

続きまして、次第の２、会長あいさつでございます。 

小澤会長、よろしくお願いいたします。 

 

（会長あいさつ） 

 

ありがとうございました。 

次に、次第の３、議題でございます。 

 議事でございますが、会議の進行につきましては、久喜市運賃協議会条例第６

条第１項の規定により、会長に議長をお願いし、議事を進めていただきたいと思

います。 

よろしくお願いいたします。 
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小澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

小澤会長 

 

坂井副会長 

 

 

 

 

 

 

 

小澤会長 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。 

円滑に議事が進行いたしますよう、皆様方のご協力をお願いいたします。 

はじめに、会議録の署名についてでございますが、前回の会議において、名簿

順としましたことから、今回の署名は、坂井委員と鈴木委員にお願いしたいと考

えておりますが、いかがでしょうか。 

 

（坂井委員、鈴木委員了承） 

 

それでは、今回の会議録については、坂井委員と鈴木委員に署名をお願いいた

します。 

 

次に、議題「（１）一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等改定について」に移

ります。 

 ここからは、市内循環バス、デマンド交通（くきまる）菖蒲地区、栗橋・鷲宮

地区それぞれの運賃等改定について順にご審議いただきます。 

 各運行事業者の皆様は、恐れ入りますが、入れ替わりで入室いただく形となり

ます。 

 はじめに、市内循環バスの運賃等改定についてご審議いただきますので、運行

事業者であります鈴木委員はこのままお待ちいただき、明野委員と野本委員は一

旦控室へご移動をお願いいたします。 

 

（明野委員、野本委員退室）  

 

 それでは事務局から説明をお願いいたします。 

 

 （資料１及び資料２により説明） 

（市内循環バスの運賃改定等について） 

 

 ただいまの説明に関しまして、ご意見やご質問等はございますでしょうか。 

 

 意見募集の実施結果の関係ですが、１人の方から、循環バスの値上げよりも周

知を行い乗る人を増やしてほしい、とのご意見をいただいております。 

 確かに、運賃の値上げの理由としては民間の乗り合いバスとタクシーが運賃改

定を行ったこと、また、燃料費や人件費の関係も高騰していることが事実です。 

 外の方から見て、ただ値上げ、理由付けもありますが、サービスレベルを上げ

るというのも必要になりますので、市の考え方にもありますように、サービスレ

ベルを上げる努力をお願いできればと思います。 

 

 ご意見ありがとうございました。 

 そのほか、ご意見ございますでしょうか。 

 

 母子手帳を交付された方で、出産予定日の３か月後までとありますが、該当の

方が乗車されるごとに母子手帳を提示し、確認するという流れになるのでしょう

か。 

 となると、結構煩雑であって、うっかり期限が切れていますね、といったトラ

ブルになるという懸念が一つございます。 

 それから、障がい者の方の関係ですが、ミライロＩＤについて、乗客の方から

障害者手帳を持ち歩かなくてよいということで、ご好評いただいておりますし、

また、昨今の個人情報の関係からあまりそういった手帳を見せないようなところ

がございますので、引き続きお願いしたいと考えております。 

 また、平成１４年から久喜市市内循環バスが運行を開始していると記憶してお

りますが、初めての運賃改定になると思います。 

 今までは、物価や人件費は上がっていましたが、そこまで顕著ではなかったも
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事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小澤会長 

 

桂田委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

 

 

 

 

 

鈴木委員 

 

事務局（森山課

長補佐兼係長） 

のの、この春から、ものすごい勢いで人件費が上がっています。 

 ざっとの計算になりますが、５年間で、今を１００とすると、だいたい運行経

費が１２５から１３０％になることが予想されます。 

 大きなところでは、人件費が、岸田総理が表明した２０３０年半ばに最低賃金

１，５００円というところに向かっていくには４．５％賃金上昇をしなければな

りません 

 燃料は毎年だいたい１％ずつ上がっておりますので、その辺を踏まえますと、

だいたい１２５から１３０％となります。 

 先週末でしたか、２０３０年半ばではなく、もっと前倒しで実現すべきだとい

う議論が始まりましたので、そうしますともっと角度が急になって１３５から 

１４０％になってしまうことも想定できますので、今回は今回として、その次ど

うするのかというのを既に考え始めないと、あっという間に５年程度が過ぎてし

まいますので、その辺の意見ということで述べさせていただきます。 

 

 何点かご意見をいただきましてありがとうございました。 

 まず、妊産婦の確認方法ということで、要綱等もございますので、この点も踏

まえましてどのように運用していくのか、検討をしているところでございます。 

 このことにつきましては、ドライバーさんが様々な受給者証等を確認すること

は煩雑になるものと考えております。 

 一方で利用される方、特に妊産婦の方が窓口申請や電子申請などで申請いただ

くにせよ、どのような方法が最適なのか、課題であるものと考えております。 

 このようなことを踏まえ、運行事業者と細かい運用について協議を進めてまい

りたいと考えております。 

 ミライロＩＤにつきましては、手帳を持ち歩かず、スマートフォン一つで確認

できるということで、確認の方法として検討してまいりたいと考えております。 

 物価の上昇につきましては、鈴木委員のご指摘のとおり、人件費や燃料高騰が

円安の関係等により上昇しており、委託料にも影響がございます。 

今回、市の運賃等改定は民間との均衡を図るために実施いたしますが、予想し

えない運賃の上昇等への対応は引き続き、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  

 その他、ございますでしょうか。 

 

 今言われたとおりに、人件費や運行の維持、それと燃料、電気自動車もあるの

でしょうが、燃料費も上がっています。 

 運賃変更に当たっての周知、妊産婦さんの関係もお知らせをするタイミングを

いつにするか、自分がそうであった場合により使いやすく、簡単で一度で済ませ

られる方法を考えて、周知する方法をいいところで落ち着かせていただいて、料

金が上がることに関しては、周りとの均衡を図る必要があるというところは仕方

がないことなのかな、と思っています。 

 

 周知の関係につきましても、どういう方法で周知を図るかということで検討し

ておりまして、事前周知はもとより、拡大する無料対象者など、どのタイミング

で周知すべきか検討しております。 

 特に妊産婦については、母子手帳の交付の段階で周知を図るですとか、ＳＮＳ

等のデジタルの活用であったり、広報紙などにも掲載するなど、周知を図りなが

ら、利便性の部分と運用の段階でドライバーさんが煩雑とならない形で運用でき

るようにしてまいりたいと考えております。 

 

 不勉強で申し訳ないのですが、母子手帳はどこでもらうのでしょうか。 

 

 市で交付しております。 
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鈴木委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

 

 

小澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

小澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 であれば、母子手帳を交付する際に、市内循環バス無料カードみたいな物を何

年何月まで日付が記載されていれば、いただいた時に、市内循環バスはこれで乗

れると分かりますので、広報周知と確認の簡略化ということで一石二鳥かと思い

ます。 

また、他の市町村で専用のアプリケーションを作っている事例もありますが、

作成コストと妊産婦さんはそうは多くないとは考えますと、費用対効果がどうか

とは私も思いますので、カードでもお渡しいただき見せていただくだけで大丈夫

かと思いますので、その方法をご検討いただければと思います。 

 

 鈴木委員のご提案について、検討してまいりたいと考えております。 

 一方で、既に母子手帳を交付されている方、そういった方についての対応も考

えていかなければならないと思いますので、その辺も踏まえながら協議を進めさ

せていただければと考えております。 

 

 他にご意見等はございますか。 

 

 （意見等なし） 

 

無いようですので、それではお諮りいたします。 

市が運行しております市内循環バスの通常の運賃及び割引運賃の見直しについ

て、この内容で決定してよろしいでしょうか。 

 

（賛成の声あり） 

 

では、市内循環バスについて、原案のとおり運賃改定等を実施することに決定

しました。 

 

次に、デマンド交通（くきまる）の菖蒲地区について、運賃等改定の審議に入

ります。 

鈴木委員におかれましては、一旦控室へご移動をお願いいたします。 

 

（鈴木委員退室、明野委員入室） 

 

それでは、デマンド交通（くきまる）の菖蒲地区の運賃等改定について、事務

局から説明をお願いします。 

 

（資料１及び資料２により説明） 

 （デマンド交通（くきまる）菖蒲地区の運賃等改定について） 

 

ただいまの説明に関しまして、ご意見やご質問等はございますでしょうか。 

 

 （意見等なし） 

 

無いようですので、それではお諮りいたします。 

市が運行しておりますデマンド交通（くきまる）の菖蒲地区の運賃等改定につ

いて、この内容で決定してよろしいでしょうか。 

 

（賛成の声あり） 

 

では、デマンド交通（くきまる）の菖蒲地区について、原案のとおり運賃等改

定を実施することに決定しました。 

 

次に、デマンド交通（くきまる）の栗橋・鷲宮地区について、運賃等改定の審
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事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

小澤会長 

 

桂田委員 

 

 

 

事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

小澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（根本課長） 

 

事務局（森山課

長補佐兼係長） 

 

事務局 

（根本課長） 

 

坂井副会長 

 

 

 

 

 

議に入ります。 

明野委員におかれましては、一旦控室へご移動をお願いいたします。 

 

（明野委員退室、野本委員入室） 

 

それでは、デマンド交通（くきまる）の栗橋・鷲宮地区の運賃等改定につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

（資料１及び資料２により説明） 

 （デマンド交通（くきまる）栗橋・鷲宮地区の運賃改定等について） 

 

ただいまの説明に関しまして、ご意見やご質問等はございますでしょうか。 

 

 分からなかったので確認になりますが、現在、菖蒲地区から新久喜総合病院乗

車１回につき６００円とありますが、片道と往復分どちらになりますでしょう

か。 

 

 こちらは片道分となっております。 

 

 

 その他、ございますでしょうか。 

無いようですので、それではお諮りいたします。 

市が運行しておりますデマンド交通（くきまる）栗橋・鷲宮地区の運賃改定等

について、この内容で決定してよろしいでしょうか。 

 

（賛成の声あり） 

 

では、デマンド交通（くきまる）栗橋・鷲宮地区について、原案のとおり運賃

等改定を実施することに決定しました。 

ここで、控室でお待ちの鈴木委員と明野委員に入室いただきますので、皆様は

このままお待ちいただきたいと存じます。 

 

（鈴木委員、明野委員入室） 

 

以上で本日予定した議題は終了いたしました。 

 皆様には、進行にご協力頂きありがとうございました。 

 これを持ちまして、議長の任を解かせていただきます。 

 

続きまして、４その他について事務局から事務連絡をお願いします。 

 

 

 （令和６年９月１日から運賃等改定を実施すること、周知等を実施していくこ

とについて説明） 

 

 ただいまの説明に関しまして、ご意見やご質問等はございますでしょうか。 

 また、その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 

 本日、３件、市内循環バスとデマンド交通（くきまる）の２地域の運賃等改定

について協議をさせていただきました。 

デマンド交通の際に特に大きな意見は無かったのですが、共通事項として最初

の市内循環バスの際に、例えば妊産婦の関係や周知の関係については、明野委員

と野本委員にも情報共有していただきますようお願いいたします。 
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事務局 

（根本課長） 

 

 

 

坂井副会長 

 

事務局 

（根本課長） 

 

 

 その他、ご不明な点がございましたら、後ほどでも事務局までお問合せいただ

ければと思います。 

それでは閉会にあたり、坂井副会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。坂井

副会長よろしくお願いいたします。 

 

（副会長あいさつ） 

 

 ありがとございました。 

 以上をもちまして、令和６年度第１回久喜市運賃協議会を終了させていただき

ます。 

 大変お疲れ様でした。 

 

   会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

     令和６年６月７日 

 

                                坂井 貴夫    

 

                                鈴木 貴大    

 

 

 


